第２号様式

河川愛護団体会則

（趣旨）
第１条　この会則は、良好な河川環境の保全に協力する河川愛護団体（以下「愛護団体」という。）の組織及び活動に関し必要な事項を定めるものとする。


（名称）
第２条　愛護団体は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と称する。


（組織）
第３条　愛護団体は、河川等の周辺の老人会、自治会、婦人会及び子供会等の団体の会員、その他この趣旨に賛同する者で組織する。

２　愛護団体の事務局は、北九州市　　　　区　　　　　　　　　　　　に置く。


（役員等）
第４条　愛護団体に会長、副会長（若干名）、会計、会計監査及びその他の役員を置く。
（1） 会長及び副会長は、会員のうちから互選する。
（2） 会長は愛護団体を代表し、会務を総括する。
（3） 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（4） 会計は会計事務を担当し、会計監査は会計事務を監査する。

２　役員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残期間とする。


（活動内容）
第５条　愛護団体は、次に掲げる事業を行う。
（1） 河川等の除草及び清掃。
（2） 河川等の美化保全。
（3） 河川愛護の啓蒙、啓発。
（4） 河川で為される禁止行為の報告。

（経費及び会計年度）
第６条　愛護団体の活動に要する経費は、市の補助金及び寄付金をもって充てる。

２　愛護団体の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。


（委任）
第７条　この会則に定めるもののほか、愛護会の活動に関し必要な事項は、会長が定める。
